
議　案　名 内　　　　容 議決結果

条　
例

議第 5 号
沼津市個人情報の保護に関する
法律施行条例の制定

■�個人情報の保護に関する条例を定めます
個人情報の保護に関する法律の一部改正に伴い、法の施行について、条例を
制定するものです。

可決

議第 21 号
沼津市新中間処理施設整備運営
事業者選定委員会条例の制定

■新中間処理施設の事業者を選定するための委員会を設置します
新たに整備するごみの中間処理施設の整備及び運営に係る事業者を選定す
るため、沼津市新中間処理施設整備運営事業者選定委員会を設置するもの
です。

可決

予　
算

議第 6 号
令和 4 年度沼津市一般会計補正
予算（第 13 回）

■ �16 億 3,242 万 3,000 円を追加し、予算総額は 885億 8,639 万 5,000
円となります

追加するものは、施設型給付・地域型保育給付事業費 2 億 4,500 万円、生活
保護扶助費 2 億 1,885 万 8,000 円が主なものです。財源としては、それぞれ
の特定財源のほか、一般財源として地方交付税などをもって充てるものです。
このほか、繰越明許費として安全な地域づくり推進事業 382 万 8,000 円など
23 事業を追加するほか、債務負担行為として市役所玄関受付案内業務委託費
など 103 件を追加するものです。

可決

議第 32 号
令和 5 年度沼津市一般会計補正
予算（第 1 回）

■�当初予算に 2,384 万円を追加し、予算総額は 801億 1,384 万円となり
ます

追加するものは、電子計算機経常経費 1,400 万円、経済変動対策資金利子
補給事業費 550 万円が主なもので、財源としては、それぞれの特定財源の
ほか、一般財源として基金繰入金をもって充てるものです。このほか、債務
負担行為として経済変動対策資金利子補給金を追加するものです。

可決

人　
事

認第 2 号
固定資産評価審査委員会委員選
任の同意

令和 5 年３月 31 日をもって任期満了となる古
こ が ゆ り こ

賀ゆり子氏の後任として、下
香貫在住の山

や ま

本
も と

誠
まこと

氏を選任するものです。 同意

認第 3 号～認第 6 号
人権擁護委員推薦の同意

令和 5 年６月 30 日をもって 4 人の委員が任期満了となることに伴い、
木
き

村
む ら

保
や す

成
な り

氏の後任として原在住の尾
お

﨑
ざ き

庸
つ ね

夫
お

氏を推薦するもの、大塚在住の
村
む ら

瀬
せ

三
み

千
ち

代
よ

氏を再任の委員として推薦するもの、古
こ が ゆ り こ

賀ゆり子氏の後任として
根古屋在住の露

つ ゆ

木
き

博
ひ ろ

幸
ゆ き

氏を推薦するもの、また、五月町在住の梅
う め

田
だ

欣
き ん

一
い ち

氏を
再任の委員として推薦するものです。

同意

そ
の
他

議第 1 号
市道路線の認定

■ �1 路線を市道に認定します
新貨物ターミナルの周辺整備の進捗に伴い、桃里地内の 1 路線について認定
するものです。

可決
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本
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条
例

議第20号 沼津市国民健康保険条例の一部改正 可決 〇 〇 〇 〇 〇 × 〇 ×

議第21号 沼津市新中間処理施設整備運営事業者選定委員会
条例の制定 可決 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × ×

予　
算

議第22号 令和5年度沼津市一般会計予算 可決 〇 〇 〇 〇 〇 × × ×
議第23号 令和5年度沼津市国民健康保険事業特別会計予算 可決 〇 〇 〇 〇 〇 × 〇 〇
議第24号 令和5年度沼津市土地取得事業特別会計予算 可決 〇 〇 〇 〇 〇 × 〇× ×
議第26号 令和5年度沼津市後期高齢者医療事業特別会計予算 可決 〇 〇 〇 〇 〇 × 〇ー 〇

会派別　賛否が分かれた議案一覧

主な議案一覧

〇＝賛成　×＝反対　ー＝退席　　※（　）内は所属議員数

☆このほかの議案については、沼津市議会のホームページを御覧ください。 沼津市議会 検索

・議長は採決には加わりません。
・3月20日の本議会において議長（志政会所属）が欠席であったため、副議長（公明党所属）が議長の職務を代行しました。
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